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法
律
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叢
　
第
八
七
巻
　
第
四
・
五
合
併
号
（
二
〇
一
五
・
二
）

【
論
　
説
】唐

代
の
平
闕
式
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
上
）

―
―
敦
煌
写
本
「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
検
討
を
通
し
て
―
―岡
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次

は
じ
め
に

一
　
唐
代
平
闕
式
の
研
究
状
況

二
　
「
唐
天
宝
職
官
表
」
中
の
「
新
平
闕
令
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の
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三
　
平
闕
式
関
連
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討

四
　
平
闕
用
語
の
比
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以
上
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以
下
待
続
）
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は
じ
め
に

近
代
以
前
の
中
国
を
対
象
と
す
る
古
文
書
学
・
文
献
学
に
お
い
て
、
初
学
者
が
ま
ず
習
得
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、「
　ひ避　
　き諱　
」
と
「
　へ
い平　
　け
つ闕　
」

と
が
あ
る
。「
避
諱
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
史
料
の
校
勘
が
で
き
ず
、「
平
闕
」
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、
文
章
を
区
切
る
こ
と
が
難
し
い
。
今
日

「
避
諱
」
に
つ
い
て
は
、
専
門
書
や
専
門
辞
典
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
研
究
案
内
の
文
章
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る（1
）
　
。
他
方
「
平
闕
」
に
つ

い
て
は
、
若
干
の
研
究
は
あ
る
も
の
の
、
専
門
書
や
専
門
辞
典
と
い
っ
た
も
の
は
ま
だ
な
い
よ
う
に
思
う
。

「
平
闕
」
と
は
、
文
章
中
に
一
定
の
用
語
が
出
現
す
る
と
、
書
式
上
「
平
出
・
闕
字
・
擡
頭
」（
後
述
）
す
る
こ
と
で
、
公
文
書
か
ら
始
ま

り
、
や
が
て
私
文
書
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
平
闕
式
」
と
は
、「
平
闕
」
に
関
す
る
「
式
」、
す
な
わ
ち
書
式
・
規
則
・

模
範
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
り
、
主
と
し
て
法
令
や
書
儀
に
現
れ
る
。

本
稿
は
唐
代
に
お
け
る
「
平
闕
式
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
唐
代
の
平
闕
式
を
議
論
す
る
に
当
た
り
、
ポ
ー
ル
・

ペ
リ
オ
（P

a
u
l
P
ellio
t

）
将
来
の
敦
煌
文
献
の
一
つ
で
あ
る
「
唐
天
宝
職
官
表
」〔
Ｐ
二
五
〇
四
〕（
擬
題
、
研
究
者
に
よ
り
名
称
が
若
干
異
な

る
）
を
中
心
に
据
え
る
。
こ
の
史
料
は
、
他
に
類
例
が
な
い
た
め
大
変
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
そ
の
存
在
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
と
併
せ
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
し
て
、『
唐
六
典
』
所
収
の
平
闕
式
が
あ
り
、
ま
た
書
翰
の
手
引
き
か
ら
発
達
し
た
総
合
的
礼

儀
書
と
し
て
の
「
書
儀
」
の
一
つ
で
あ
る
、
鄭
餘
慶
撰
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』〔
Ｓ
六
五
三
七
ｖ
〕
所
収
の
「
公
私
平
闕
式
」
が
あ
る（2
）
　
。

「
唐
天
宝
職
官
表
」
お
よ
び
『
唐
六
典
』
所
収
の
平
闕
式
は
い
わ
ば
規
則
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
中
の
平
闕
式

は
模
範
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う（3
）
　
。

「
公
私
平
闕
式
」
と
い
う
標
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
書
儀
」
に
お
い
て
、「
平
闕
式
」
は
公
文
書
と
私
文
書
の
両
者
に
関
わ
る
。
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し
か
し
筆
者
の
現
在
の
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、
公
文
書
に
関
す
る
「
平
闕
式
」
に
議
論
を
限
定
す
る
。
私
文
書
に
お
け
る

「
平
闕
式
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
別
に
論
ず
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
思
う
。

さ
ら
に
本
稿
で
は
、「
平
闕
式
」
と
い
う
「
平
闕
」
に
関
す
る
一
種
の
規
範
（
書
式
・
規
則
・
模
範
）
を
専
ら
問
題
と
す
る
。
現
実
社
会

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
規
範
に
抵
触
す
る
実
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
・
検
討
も

重
要
で
は
あ
る
が
、
検
討
対
象
が
一
挙
に
厖
大
と
な
る
た
め
、「
平
闕
」
の
実
例
の
検
討
は
こ
れ
も
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

以
上
の
作
業
を
通
じ
て
、
唐
代
の
「
平
闕
式
」
の
内
容
、
変
遷
そ
し
て
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
歴
史
に
つ
い
て
、
一
部
分
な
り
と
も
解

明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
誠
に
幸
い
で
あ
る
。

一
　
唐
代
平
闕
式
の
研
究
状
況

初
め
に
唐
代
平
闕
式
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
『
唐
六
典
』
は
著
名
な
職
官
の
書
で
あ
り
、
関
連
論
文
は
数
多
い
が
、
と
く
に
そ
の
「
平
闕
式
」
に
力
点
を
置
い
た
論
稿
は
見
ら

れ
な
い
。
の
ち
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
唐
令
復
原
研
究（4
）
　
や
『
唐
六
典
』
の
点
校
本
（
活
字
本
）・
現
代
中
国
語
訳
本
等
に
お
い
て
、
若
干
言

及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り（5
）
　
、
ま
た
「
書
儀
」
研
究
の
中
で
は
、
比
較
史
料
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
写
真
、
録
文
お
よ
び
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
下
記
の
文
献
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
（
以
下
文

献
表
示
に
お
い
て
、「
・・
」
の
上
は
本
稿
中
の
引
用
に
際
し
て
の
略
号
で
あ
る
）。

﹇
池
田
・
岡
野
一
九
七
八
﹈・・
池
田
温
・
岡
野
誠
「
敦
煌
吐
魯
番
発
見
唐
代
法
制
文
献
」（『
法
制
史
研
究
』
第
二
七
号
、
一
九
七
八
）

二
〇
〇
〜
二
〇
一
、
二
一
七
〜
二
一
八
頁
。
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LegalT

exts
(A

)(B
)

・・T
.
Y
a
m
a
m
o
to,
O
.
Ik
ed
a
&
M
.
O
ka
n
o
co-ed

（
山
本
達
郎
・
池
田
温
・
岡
野
誠
共
編
）、T

un-huang
and

T
urfan

D
ocum

ents
C

oncerning
Social

and
E
conom

ic
H

istory,
I,

Legal
T
exts

(A
)(B

),
T
h
e
T
oy
o
B
u
n
k
o
,
1
9
8
0
,
1
9
7
8
.

写
真
は
（
Ｂ
）
八
七
〜
九
一
頁
、
録
文
は
（
Ａ
）
四
五
〜
四
八
頁
（
逆
頁
）、
研
究
史
は
（
Ａ
）
五
〇
〜
五
二
頁
。

上
述
のLegal

T
exts

と
そ
の
補
遺
篇（6
）
　
に
掲
げ
た
文
献
、
お
よ
び
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
関
連
文
献
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
日
文
〕

﹇
大
谷
勝
真
一
九
三
三
﹈・・「
敦
煌
遺
文
所
見
録
（
一
）
―
唐
代
国
忌
諸
令
式
職
官
表
に
就
い
て
―
」（『
青
丘
学
叢
』
第
十
三
号
、
青

丘
学
会
）
一
七
一
〜
一
七
七
頁
。
平
闕
に
つ
い
て
は
一
七
四
頁
で
簡
単
に
ふ
れ
る
の
み
。
録
文
は
一
七
七
頁
に
大
型
の
一
覧
表
と

し
て
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。

『
拾
遺
』・・
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
、
初
版
一
九
三
三
。
八
五
〜
八
七
、
五
六
九
〜
五
七
四
頁
。

『
拾
遺
補
』・・
仁
井
田
陞
著
、
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
。
七
一
六
〜
七
一
七
、
一
二
七
六

〜
一
二
七
八
頁
。

〔
中
文
〕

﹇
金
毓
黻
一
九
四
三
﹈・・「
敦
煌
写
本
唐
天
宝
官
品
令
考
釈
」（『
説
文
月
刊
』
三
巻
一
〇
号
）
一
〇
七
〜
一
一
七
頁
。

﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈・・「
天
宝
令
式
表
残
巻
」（『
敦
煌
吐
魯
番
唐
代
法
制
文
書
考
釈
』
中
華
書
局
、
初
出
「
天
宝
令
式
表
与
天
宝
法

制
」
一
九
八
六
）
三
五
五
〜
四
〇
三
頁
。
録
文
は
三
五
六
〜
三
七
一
頁
、
考
証
・
校
補
・
箋
釈
は
三
七
一
〜
四
〇
三
頁
。

﹇
唐
・
陸
一
九
九
〇
﹈・・
唐
耕
耦
・
陸
宏
基
編
『
敦
煌
社
会
経
済
文
献
真
蹟
釈
録
』
第
二
輯
、
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
・
古

佚
小
説
会
。
録
文
は
五
八
七
〜
五
九
五
頁
。

﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈・・「
平
闕
与
唐
代
政
治
」（『
春
史
卞
麟
錫
教
授
還
暦
記
念
唐
史
論
叢
』
韓
国
大
邱
、
図
書
出
版
ソ
ン
ジ
ン
）
一
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四
一
〜
一
五
四
頁
。

﹇
池
田
温
一
九
九
八
﹈・・「
唐
官
品
令
管
窺
」（『
中
国
古
代
社
会
研
究
―
慶
祝
韓
国
磐
先
生
八
十
華
誕
紀
念
論
文
集
』
厦
門
大
学
出
版

社
）
一
二
〜
二
六
頁
。「
職
官
表
」
に
つ
い
て
は
、
一
三
〜
一
四
頁
。

﹇
戴
建
国
二
〇
〇
一
﹈・・「
唐
『
天
宝
律
令
式
』
説
献
疑
」（『
法
律
史
論
集
』
第
三
巻
）
五
一
七
〜
五
三
三
頁
。

こ
れ
ら
の
文
献
の
う
ち
、﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
は
平
闕
に
関
す
る
専
論
で
あ
り
、『
拾
遺
』『
拾
遺
補
』
は
、
唐
令
復
原
研
究
に
お
い
て

「
唐
天
宝
職
官
表
」
も
用
い
て
い
る
。
ま
た
﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
は
、
平
闕
式
を
部
分
的
に
校
訂
す
る
。﹇
戴
建
国
二
〇
〇
一
﹈
は
、﹇
劉

俊
文
一
九
八
九
﹈
の
初
出
論
文
（
一
九
八
六
）
に
対
す
る
批
判
論
文
。
そ
の
他
の
大
部
分
は
「
職
官
表
」
全
体
の
録
文
・
官
制
・
製
作
年
代

等
の
解
明
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
平
闕
式
へ
の
言
及
は
多
く
は
な
い
。

つ
ぎ
に
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
の
写
真
は
、
後
掲
の
『
英
敦
』
第
四
巻
に
あ
る
。
ま
た
そ
の
研
究
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
日
文
〕

﹇
周
一
良
一
九
九
二
﹈・・「
唐
代
書
儀
の
類
型
」（
池
田
温
編
『
敦
煌
漢
文
文
献
』〈
講
座
敦
煌
三
〉
大
東
出
版
社
。
本
稿
の
も
と
と
な
っ

た
の
は
、
中
文
論
文
「
敦
煌
写
本
書
儀
考
（
之
二
）」『
敦
煌
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
』
第
四
輯
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
七
）。

鄭
餘
慶
の
書
儀
に
関
し
て
は
六
九
八
〜
六
九
九
頁
。

﹇
丸
山
裕
美
子
二
〇
〇
四
﹈・・「
敦
煌
写
本
書
儀
に
み
る
唐
代
法
制
史
料
」（
國
學
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
律
令
法
と
そ
の
周
辺
』

汲
古
書
院
、
初
出
一
九
九
七
）
二
六
四
〜
二
七
一
頁
。
平
闕
式
に
つ
い
て
は
二
六
九
頁
。

〔
中
文
〕

『
英
敦
』・・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
他
編
『
英
蔵
敦
煌
文
献
（
漢
文
仏
経
以
外
部
分
）』
第
四
巻
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九

九
一
。『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』〔
Ｓ
六
五
三
七
ｖ
八
〜
一
三
〕
の
写
真
は
九
九
〜
一
〇
四
頁
（『
英
敦
』
で
の
文
書
番
号
の
小
番
号
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は
、
文
献
写
真
の
齣
ご
と
に
振
ら
れ
て
い
る
た
め
、
従
来
の
文
書
番
号
と
は
相
違
す
る
）。

﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈・・『
敦
煌
写
本
書
儀
研
究
』
台
北
、
新
文
豊
出
版
公
司
。『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
の
録
文
は
四
八
〇
〜
五
〇
三

頁
、
題
解
（
解
題
）・
校
記
は
五
〇
四
〜
五
一
七
頁
。

﹇
趙
和
平
一
九
九
五
﹈・・「
敦
煌
写
本
鄭
餘
慶
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
残
巻
研
究
」（
周
一
良
・
趙
和
平
『
唐
五
代
書
儀
研
究
』
中
国

社
会
科
学
出
版
社
、
初
出
一
九
九
〇
）
一
四
六
〜
一
七
八
頁
、
録
文
は
一
七
九
〜
一
九
〇
頁
。

﹇
張
小
豔
二
〇
〇
七
﹈・・『
敦
煌
書
儀
語
言
研
究
』商
務
印
書
館
。平
闕
に
つ
い
て
は
一
三
七
、敬
空
符
に
つ
い
て
は
二
二
四
〜
二
二
六
頁
。

﹇
趙
和
平
二
〇
一
一
﹈・・『
趙
和
平
敦
煌
書
儀
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
六
三
〜
一
九
四
頁
。

﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈・・『
敦
煌
書
儀
与
礼
法
』
甘
粛
教
育
出
版
社
。
平
闕
に
つ
い
て
は
一
八
四
〜
一
八
九
頁
。

本
史
料
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、﹇
周
一
良
一
九
九
二
﹈
が
有
用
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
録
文
は
﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈、﹇
趙
和
平
一
九

九
五
﹈
が
提
示
し
、
研
究
に
は
﹇
趙
和
平
一
九
九
五
﹈（
再
録
﹇
趙
和
平
二
〇
一
一
﹈）
が
あ
る
。﹇
丸
山
二
〇
〇
四
﹈
は
、
書
儀
と
平
闕
式

に
つ
い
て
も
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、﹇
張
小
豔
二
〇
〇
七
﹈、﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
は
、
平
闕
式
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立

場
か
ら
簡
潔
に
解
説
す
る
。

以
下
本
稿
で
は
、「
唐
天
宝
職
官
表
」
所
収
の
「
平
闕
式
」
を
中
心
と
し
て
、
時
代
的
に
そ
れ
に
先
行
す
る
『
唐
六
典
』
中
の
「
平
闕
式
」、

お
よ
び
唐
後
半
の
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
中
の
「
公
私
平
闕
式
」
と
比
較
・
検
討
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
（
以
下
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
三
種
の
「
平
闕
式
」
を
併
せ
て
、「
唐
平
闕
式
」
と
称
す
る
）。

二
　
「
唐
天
宝
職
官
表
」
中
の
「
新
平
闕
令
」
の
性
格

(6) 133



明治大学　法律論叢 87巻 4・5号：責了 tex/okano-8745.tex page7 2015/02/10 17:53

唐代の平闕式についての一考察（上）（岡野）

本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
「
唐
天
宝
職
官
表
」〔
Ｐ
二
五
〇
四
〕（
擬
題
）
は
、
巻
首
を
上
に
巻
尾
を
下
に
、
各
欄
上
か
ら
下
へ
と
書
写

さ
れ
て
い
る
。
幅
二
七
×
長
さ
一
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
全
三
六
段
に
分
か
れ
、
各
標
題
が
朱
書
さ
れ
、
官
名
中
清
官
に
は
頭
に
朱
点

が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
国
忌
・
田
令
・
禄
令
・
平
闕
式
・
不
闕
式
・
新
平
闕
令
・
旧
平
闕
式
・
装
束
式
・
仮
寧
令
・
公
式

令
・
文
部
式
・
官
品
令
（
文
武
正
一
品
〜
従
九
品
下
）
を
含
む
。

先
行
研
究
を
検
討
し
た
﹇
池
田
一
九
九
八
﹈
に
よ
れ
ば
、
本
「
職
官
表
」
に
含
ま
れ
る
唐
令
は
、
開
元
七
年
、
同
二
五
年
令
お
よ
び
部
分

的
に
改
訂
さ
れ
た
天
宝
時
代
の
令
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
開
元
二
五
年
令
を
基
礎
に
し
て
若
干
の
天
宝
新
制
を
挿
入
し
た
も
の
と
言
う
（
一
四

頁
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
職
官
表
」
が
基
づ
い
た
官
本
は
、
八
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
「
職
官
表
」
は
、
そ

の
原
本
を
縮
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
転
写
に
際
し
て
欄
の
混
乱
や
誤
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
官
人
が
個
人
用
に
書
写
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る（7
）
　
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
「
職
官
表
」
の
写
真
・
録
文
と
研
究
史
は
、
山
本
達
郎
・
池
田
温
・
岡
野
誠
共
編
のLegalT

exts

(A
)(B

)

のX
X
II

を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
「
平
闕
式
」
と
は
、
唐
代
公
文
書
（
前
述
し
た
よ
う
に
、「
平
闕
」
は
公
文
書
ば
か
り
で
な
く
私
文
書
に
も
見
ら
れ

る
が
、
本
稿
で
は
公
文
書
に
限
定
し
て
検
討
す
る
）
作
成
の
際
、
政
治
的
権
力
や
宗
教
的
権
威
に
対
し
て
、
書
式
上
敬
意
を
示
す
方
法
に

つ
い
て
規
定
し
た
規
則
で
あ
る
。

「
平
闕
式
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
的
な
史
料
を
「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
中
か
ら
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

図
一
（
後
掲
）
は
「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
第
三
、
四
段
目
の
平
闕
式
関
連
部
分
を
、
そ
の
ま
ま
一
種
の
図
と
し
て
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
「
平
闕
式
」
に
関
す
る
各
部
分
（
仮
に
「
節
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
に
ａ
〜
ｆ
の
記
号
を
附
け
て
区
分
し
た
。「
職
官
表
」
自

体
は
上
の
段
か
ら
下
の
段
に
進
む
も
の
で
あ
る
が
、
平
闕
式
関
連
史
料
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
ａ
・
ｂ
（
ｃ
は
ｂ
の
附
則
）
の
方
が
、
ｄ
・
ｅ

（
ｆ
は
ｅ
の
附
則
）
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
ａ
は
ｂ
に
、
ｄ
は
ｅ
に
優
先
す
る
の
で
、
図
一
の
よ
う
に
ａ
〜
ｆ
の
順
で
記
号
を
附
け
た
。

132 (7)
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図一　「唐天宝職官表」中の「開元・天宝平闕式」
開元 25年平闕式（ｂ～ｆ）に、天宝元年、玄宗の指示により新たな平闕
令（ａ）が追加されたことを示す。2 頁にわたる本図は、「Ｌ」字型とな
る。なお、波線部分は原本では朱筆、ａ・ｂ・ｃ等の記号および番号は、
引用者が加えたものである。
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「
職
官
表
」
自
体
が
上
か
ら
下
に
進
む
の
に
、
何
故
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
部
分
を
先
に
書
き
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
を
後
回
し
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
転
写
者
が
第
三
段
目
に
「
田
令
」
と
「
禄
令
」
を
記
し
、
そ
の
餘
白
を
考
え
る
と
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
を
記
入
す
る
の
は
無
理

で
、
む
し
ろ
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
の
方
が
分
量
が
少
な
く
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
ａ
・
ｂ
・
ｄ
・
ｅ
各
節
の
標
題
の
違
い
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。
ａ
「
新
平
闕
令
」
が
ｂ
「
旧
平
闕
式
」
に
対
応
す
る

こ
と
は
新
・
旧
の
語
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
の
「
令
」「
式
」
は
、
い
わ
ゆ
る
法
典
と
し
て
の
律
令
格
式
の
令
・
式
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
ａ
は
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
に
発
せ
ら
れ
た
王
命
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
「
令
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ｂ
（
お
よ
び
ｄ
・
ｅ
）
は
「
式
」
と
名
附
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
公
式
令
中

の
公
文
書
の
書
式
に
附
け
ら
れ
る
「
制
書
、式
」「
牒
、式
」「
過
所
、式
」
等
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
「
式
」
は
、
書

式
・
規
則
を
意
味
す
る
語
で
あ
る（8
）
　
。

な
お
ａ
が
「
新
平
闕
令
」
と
し
て
発
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ｂ
の
「
旧
平
闕
式
」
は
廃
止
さ
れ
て
無
効
と
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
両

者
の
内
容
（
平
闕
用
語
）
に
重
複
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ａ
は
ｂ
（
お
よ
び
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
）
に
追
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ｂ
の
「
旧
平
闕
式
」
に
つ
い
て
、
仁
井
田
陞
氏
は
「
こ
の
旧
平
闕
式
は
、
唐
六
典
と
は
差
異
が
あ
る
が
、
開
元
二
五
年

令
に
よ
っ
て
文
を
な
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
と
思
う
」（『
拾
遺
』
五
七
一
頁
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
各
節
の
内
容
か
ら
見
て
、

ｂ
に
限
ら
ず
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
を
含
め
て
、
開
元
二
五
年
公
式
令
に
拠
る
も
の
と
思
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
令
」「
式
」
が
必
ず
し
も
法

典
の
別
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
唐
天
宝
職
官
表
」
中
の
平
闕
式
関
連
史
料
（
ａ
〜
ｆ
）
は
、
開
元
二
五
年
令
に
拠
る
「
平
闕

式
」（
ｂ
〜
ｆ
）
に
対
し
て
、
天
宝
元
年
に
平
闕
式
に
関
す
る
新
た
な
王
命
（
ａ
）
が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
に
お

い
て
、
ａ
〜
ｆ
を
一
括
し
て
「
開
元
・
天
宝
平
闕
式
」、
略
し
て
「
開
天
平
闕
式
」
と
仮
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
天
宝
元
年
の
時
点
で
は
、

(10) 129
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ａ
〜
ｆ
の
全
体
が
有
効
な
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（9
）
　
。

今
ａ
の
「
新
平
闕
令
」
を
書
き
下
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
本
稿
第
三
節
以
下
の
④
ａ
に
該
当
す
る
。
な
お
以
下
に
お
い
て
、「
／
」

は
原
文
の
改
行
を
示
す
）。

・（
新
平
闕
令
）

中
書
門
下
、
礼
部
に
牒
す
。

大
道
・
至
道
・
玄
道
・
道
本
・
／
道
源
・
道
宗
・
昊
天
・
旻
天
・
／
蒼
天
・
上
天
・
皇
天
・
穹
蒼
・
／
上
帝
・
五
方
帝
・
九
天
・
天

神
、
／
乾
道
・
乾
象
・
乾
符
、
地
祇
・
／
后
土
・
皇
地
、
坤
道
・
坤
徳
・
／
坤
珎
・
坤
霊
・
坤
儀
。

牒
す
。

勅
を
奉
ず
る
に
、
前
の
語
重
き
に
渉
る
を
以
ち
て
、
宜
し
く
平
闕
せ
し
む
べ
し
。
そ
の
餘
の

汎
説
議
類
は
、
並
び
に
皆
な
闕
文
と
す
。
諸
字

同
じ
き
と
雖
も
、
尊
敬
に
渉
る
に
非
ざ
れ
ば
、
懸
闕（10
）
　
を
須
い
ず
。

如
し
不
可
あ
ら
ば
、
　と
わ永　
に
隠
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
牒
至
ら
ば
、

勅
に
准
ぜ
よ
。
故
に
牒
す
。

天
宝
元
　マ
マ載　
六
月
十
二
日

牒
す
。

こ
の
文
書
が
唐
の
公
文
書
書
式
の
一
つ
で
あ
る
「
勅
諜
式
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
仁
井
田
陞
氏
が
前
掲
『
拾

遺
』（
五
七
一
頁
）
に
お
い
て
、
ま
た
中
村
裕
一
氏
が
『
唐
代
制
勅
研
究
』
そ
の
他
の
著
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る（11
）
　
。
確
か
に
中
書
門
下
か
ら

礼
部
に
下
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
り
、「
牒
。
奉
／
勅
」「
牒
至
、
准
／
勅
。
故
諜
。」
の
文
言
お
よ
び
日
附
の
後
の
「
牒
」
の
語
か
ら
見
て
、

「
勅
諜
式
」
と
判
断
す
る
こ
と
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
中
書
門
下
が
、
皇
帝
の
指
示
を
受
け
て
礼
部
に
対
し
て
伝
達
し
た
も
の
で
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あ
る
。
中
村
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
発
信
者
で
あ
る
宰
相
達
の
署
名
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
勅
諜
の
原
文
そ
の
ま
ま
で

は
な
い
。

こ
の
勅
諜
の
発
信
日
は
、「
天
宝
元
　マ
マ載　
六
月
十
二
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
唐
代
「
年
」
を
「
載
」
と
改
め
た
の
は
、
天
宝
三
載
（
七
四

四
）
正
月
か
ら
至
徳
三
載
（
七
五
八
）
三
月
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
載
」
字
は
「
年
」
字
の
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら

逆
に
本
文
書
に
お
い
て
「
天
宝
元
載
」
と
記
す
こ
と
は
、
こ
の
「
唐
天
宝
職
官
表
」
が
天
宝
三
載
以
後
に
作
成
・
書
写
（
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
書
写
）
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
附
言
す
れ
ば
、「
国
忌
」
欄
に
お
い
て
、
太
宗
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
玄
宗
」
と
書

き
誤
っ
て
い
る
（
同
表
第
一
段
）。
廟
号
で
あ
る
「
玄
宗
」
は
、
玄
宗
が
亡
く
な
っ
た
宝
応
元
年
（
七
六
二
）
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の

で
、「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
作
成
・
書
写
（
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
書
写
）
は
、
宝
応
元
年
以
後
に
下
る
可
能
性
が
大
き
い
。

つ
ぎ
に
こ
の
日
附
を
も
と
に
、
関
連
史
料
を
探
す
と
、

『
唐
会
要
』
巻
五
〇
、
尊
崇
道
教
、
天
宝
元
年
六
月
勅（12
）
　

『
冊
府
元
亀
』
巻
五
四
、
帝
王
部
尚
黄
老
二
、
天
宝
元
年
六
月
制（13
）
　

『
全
唐
文
新
編
』
巻
二
四
、
玄
宗
皇
帝
「
令
道
教
及
天
地
乾
坤
字
須
　マ
マ半　
（
平
）
闕
制（14
）
　
」

の
三
史
料
に
至
る
。
三
史
料
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
（『
全
唐
文
新
編
』
所
収
の
当
該
史
料
は
『
冊
府
元
亀
』
の
再
録
と
思
わ
れ

る
）。
以
下
に
『
唐
会
要
』（
上
冊
一
〇
一
五
頁
）
か
ら
引
用
す
る
（『
冊
府
元
亀
』
と
対
校
す
る
。
句
読
点
は
引
用
者
）。

其
年
（
２
字
、
冊
ナ
シ
）
六
月
勅
（
勅
、
冊
作
制
曰
）。
大
道
先
於
兩
儀
、
天
地
生
於
萬
物
、
是
以
聖
哲
之
後
、
咸
竭
其
誠
。
今
後
應

縁
國
家
制
（
制
、
冊
作
致
）
命
・
表
疏
・
簿
書
及
所
試
制
策
文
章
、
一
事
已
上
、
語
指
道
敎
之
事
（
事
、
冊
作
詞
）
及
天
地
乾
坤
之
字

者
、
並
一
切
平
（
平
、
冊
作
半
）
闕
、
宜
宣
示
中
外
。

・
そ
の
年
六
月
勅
す
。
大
道
両
儀
に
先
ん
じ
、
天
地
万
物
を
生
む
。
是
を
以
ち
て
、
聖
哲
の
後
、
　み咸　
な
そ
の
誠
を
　つ
く竭　
す
。
今
後
応
に
国
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家
の
制
命
・
表
疏
・
簿
書
及
び
試
す
る
所
の
制
策
に
　ち
な縁　
む
べ
き
文
章
、
一
事
已
上
、
語
の
道
教
の
事
及
び
天
地
乾
坤
を
指
す
の
字
は
、

並
び
に
一
切
平
闕
と
し
、
宜
し
く
中
外
に
宣
示
す
べ
し
。

こ
の
勅
文
の
趣
旨
は
、
要
す
る
に
制
命
・
表
疏
・
簿
書
及
び
科
挙
で
の
制
策
等
の
文
書
に
お
い
て
は
、
道
教
と
天
地
乾
坤
を
指
す
語
を
、

す
べ
て
平
闕
と
せ
よ
と
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
日
附
（
天
宝
元
年
六
月
）
か
ら
見
て
も
、
先
の
「
開
天
平
闕
式
」
の
「
勅
諜
」
と
深
く
係

わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
文
言
か
ら
見
る
と
、
両
者
は
あ
た
か
も
同
時
期
に
発
せ
ら
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
勅
文
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
現
時
点
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
る
。『
唐
会
要
』
巻
五
〇
の
こ

の
勅
文
は
、
道
教
お
よ
び
天
地
乾
坤
に
関
わ
る
語
に
つ
い
て
、
平
闕
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
開
天
平
闕

式
」
の
勅
諜
は
、
具
体
的
に
平
闕
事
例
と
そ
の
範
囲
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
励
行
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
図
一
ａ
の
「
新
平
闕
令
」
に
掲

げ
ら
れ
た
全
　27　
例
の
用
語
の
う
ち
、「
　1　
大
道
〜
　6　
道
宗
」
が
道
教
関
係
、「
　7　
昊
天
〜
　16　
天
神
」
が
天
関
係
、「
　17　
乾
道
〜
　19　
乾
符
」
が
乾

関
係
、「
　20　
地
祇
〜
　22　
皇
地
」
が
地
関
係
、
そ
し
て
「
　23　
坤
道
〜
　27　
坤
儀
」
が
坤
関
係
と
五
組
に
分
け
ら
れ
る
。
確
か
に
『
唐
会
要
』
等
に

記
す
よ
う
に
、
道
教
と
天
地
乾
坤
（
実
際
に
は
天
乾
地
坤
の
順
）
に
関
わ
る
用
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
両
者
（『
唐
会
要
』

所
収
史
料
と
「
開
天
平
闕
式
」
中
の
ａ
「
新
平
闕
令
」）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
勅
諜
の
一
部
分
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
平
闕
式
関
連
諸
史
料
の
検
討

唐
代
の
平
闕
式
の
分
析
を
進
め
る
た
め
、
以
下
の
諸
史
料
を
用
い
る
（
①
〜
⑥
は
、
後
掲
の
表
一
の
史
料
番
号
に
対
応
す
る
）。

①
「
大
宝
令
」（
仁
井
田
陞
著
、
池
田
温
編
集
代
表
、
前
掲
『
拾
遺
補
』）

②
「
養
老
令
」（『
律
・
令
義
解
』〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
二
〉、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
版
一
九
三
九
。
井
上
光
貞
他
校
注
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『
律
令
』〈
日
本
思
想
大
系
三
〉、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
、
初
版
一
九
七
六
）

③
広
池
千
九
郎
訓
点
、
内
田
智
雄
補
訂
『
大
唐
六
典
』
広
池
学
園
事
業
部
、
一
九
七
三

④
山
本
達
郎
・
池
田
温
・
岡
野
誠
共
編
、
前
掲Legal

T
ext

(A
),

(B
)
⑤
鄭
餘
慶
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』〔
Ｓ
六
五
三
七
ｖ
〕﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈

⑥
『（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
慶
元
条
法
事
類
』
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八

以
下
こ
れ
ら
の
史
料
の
原
文
を
順
番
に
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
下
し
文
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

①
「
大
宝
令
」
は
、
す
で
に
亡
佚
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
原
文
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
令
集
解
』
等
か
ら
若
干
の
語
句
の

存
在
を
推
測
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
平
闕
用
語
の
推
定
に
は
、
前
掲
『
拾
遺
補
』
一
二
七
六
〜
一
二
七
八
頁
を
用
い
る
。

②
「
養
老
令
」
巻
八
、
公
式
令
、
平
出
条
・
闕
字
条
・
汎
説
古
事
条
（
前
掲
『
律
・
令
義
解
』
二
五
〇
〜
二
五
二
頁
。
前
掲
『
律
令
』

三
八
九
〜
三
九
二
頁
。
句
読
点
は
引
用
者
）。

〔
平
出
条
〕

ａ
　１皇　
祖
／
　２皇　
祖
妣
／
　３皇　
考
／
　４皇　
妣
／
　５先　
帝
／
　６天　
子
／
　７天　
皇
／
　８皇　
帝
／
　９陛　
下
／
　　10　至　
尊
／
　　11　太　
上
天
皇
／
　　12　天　
皇
謚
／
　　13　太　
皇
太
后
〈
太
皇
太
妃
・

太
皇
太
夫
人
同
。〉
／
　　14　皇　
太
后
〈
皇
太
妃
・
皇
太
夫
人
同
。〉
／
　　15　皇　
后

右
皆
平
出
。

〔
闕
字
条
〕

ｂ
　　16　大　
社
・
　　17　陵　
号
、
　　18　乗　
輿
・
　　19　車　
駕
、
　　20　詔　
書
・
　　21　勅　
旨
・
　　22　明　
詔
、
　　23　聖　
化
・
　　24　天　
恩
・
　　25　慈　
旨
、
　　26　中　
宮
、
　　27　御　
〈
謂
斥
　
至
尊
。〉、
　　28　闕　
庭
・
　　29　朝　
庭
、
　　30　東　
宮
・

　　31　皇　
太
子
・
　　32　殿　
下

右
如
此
之
類
、
並
闕
字
。
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〔
汎
説
古
事
条
〕

ｃ
凡
　　33　汎　
説
古
事
、
言
及
平
闕
之
名
、
非
指
説
者
、
皆
不
平
闕
。

・〔
平
出
条
〕

ａ
皇
祖
／
皇
祖
妣
／
皇
考
／
皇
妣
／
先
帝
／
天
子
／
天
皇
／
皇
帝
／
陛
下
／
至
尊
／
太
上
天
皇
／
天
皇
謚
／
太
皇
太
后
〈
太
皇
太
妃
・

太
皇
太
夫
人
同
じ
。〉
／
皇
太
后
〈
皇
太
妃
・
皇
太
夫
人
同
じ
。〉
／
皇
后

右
は
皆
な
平
出
と
す
。

〔
闕
字
条
〕

ｂ
大
社
・
陵
号
、
乗
輿
・
車
駕
、
詔
書
・
勅
旨
・
明
詔
、
聖
化
・
天
恩
・
慈
旨
、
中
宮
、
御
〈
至
尊
を
　さ斥　
す
を
謂
う
。〉、
闕
庭
・
朝
庭
、

東
宮
・
皇
太
子
・
殿
下

右
此
の
如
き
の
類
は
、
並
び
に
闕
字
す
。

〔
汎
説
古
事
条
〕

ｃ
凡
そ
汎
く
古
事
を
説
き
、
言
平
闕
の
名
に
及
ぶ
も
、
指
し
て
説
く
に
非
ざ
れ
ば
、
皆
な
平
闕
せ
ず
。

③
『
大
唐
六
典
』
巻
四
、
礼
部
郎
中
員
外
郎
条
（
八
八
頁
。
句
読
点
は
引
用
者（15
）
　
）。

凡
上
表
・
疏
・
牋
・
啓
及
判
・
策
文
章
、
如
平
闕
之
式
。

〈
ａ
謂
　１昊　
天
・
　２后　
土
、
　３天　
神
・
　４地　
祗
（
祇
）、
　５上　
帝
・
　６天　
帝
、
　７廟　
號
・
　８〔皇
〕　

、
　９皇　
祖
・
　　10　〔皇　
祖
〕
妣
、
　　11　皇　
考
・
　　12　皇　
妣
、
　　13　先　
帝
・
　　14　先　

后
、
　　15　皇　
帝
・
　　16　天　
子
、
　　17　陛　
下
・
　　18　至　
尊
、
　　19　太　
皇
太
后
・
　　20　皇　
太
后
・
　　21　皇　
后
・
　　22　皇　
太
子
、
皆
平
出
。
ｂ
　　23　宗　
廟
・
　　24　社　
稷
・
　　25　太　
社
・
　　26　太　
稷
、
　　27　神　
主
・

　　28　山　
陵
・
　　29　陵　
號
、
　　30　乗　
輿
・
　　31　車　
駕
、
　　32　制　
書
・
　　33　勅　
旨
・
　　34　明　
制
、
　　35　聖　
化
・
　　36　天　
恩
・
　　37　慈　
旨
、
　　38　中　
宮
・
　　39　御　
前
・
　　40　闕　
廷
・
　　41　朝　
廷
之
類
、
並
闕
字
。

ｃ
　　42　宗　
廟
中
・
　　43　陵　
中
・
　　44　行　
陵
・
　　45　陵　
中
樹
木
、
　　46　待　
制
、
　　47　乗　
輿
車
中
馬
、
　　48　挙　
陵
廟
名
為
官
、
如
此
之
類
、
皆
不
闕
字
。
若
ｄ
　　49　泛　
説
古
典
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延
及
天
地
、
不
指
説
平
闕
之
名
者
、
亦
不
平
出
。
若
ｅ
　　50　写　
経
史
群
書
及
　　51　撰　
録
旧
事
、
其
文
有
犯
国
諱
者
、
皆
為
字
不
成
。〉

・
凡
そ
表
・
疏
・
牋
・
啓
を
上
る
及
び
判
・
策
の
文
章
は
、
平
闕
の
式
の
如
く
す
。

〈
ａ
昊
天
・
后
土
、
天
神
・
地
祗
（
祇
）、
上
帝
・
天
帝
、
廟
號
・〔
皇
〕

、
皇
祖
・〔
皇
祖
〕
妣
、
皇
考
・
皇
妣
、
先
帝
・
先
后
、
皇

帝
・
天
子
、
陛
下
・
至
尊
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
・
皇
太
子
は
、
皆
な
平
出
と
す
る
を
謂
う
。
ｂ
宗
廟
・
社
稷
・
太
社
・
太

稷
、
神
主
・
山
陵
・
陵
號
、
乗
輿
・
車
駕
、
制
書
・
勅
旨
・
明
制
、
聖
化
・
天
恩
・
慈
旨
、
中
宮
・
御
前
・
闕
廷
・
朝
廷
の
類
、
並
び

に
闕
字
と
す
。
ｃ
宗
廟
中
・
陵
中
・
行
陵
・
陵
中
樹
木
、
待
制
、
乗
輿
車
中
馬
、
陵
廟
名
を
挙
げ
て
官
と
為
す
、
此
の
如
き
の
類
、
皆

な
闕
字
せ
ず
。
若
し
ｄ
古
典
を
泛
説
し
、
天
地
に
延
及
す
る
も
、
平
闕
の
名
を
指
説
せ
ざ
れ
ば
、
亦
た
平
出
せ
ず
。
若
し
ｅ
経
史
の

群
書
を
写
し
及
び
旧
事
を
撰
録
し
、
そ
の
文
国
諱
を
犯
す
こ
と
あ
ら
ば
、
皆
な
字
を
　つ
く為　
る
も
成
さ
ず
。〉

④
「
唐
天
宝
職
官
表
」

本
史
料
中
の
「
開
天
平
闕
式
」
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
図
一
に
掲
げ
た
。
そ
の
う
ち
④
ａ
に
つ
い

て
は
、
第
二
節
で
書
き
下
し
文
を
提
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
残
り
の
④
ｂ
〜
ｆ
の
書
き
下
し
文
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る

（
句
読
点
は
引
用
者
）。

・
ｂ
旧
平
闕
式

天
帝
、
皇
祖
・
皇
祖
妣
・
先
帝
・
／
先
名
（
后
）・
皇
帝
・
天
子
・
陛
下
・
／
至
尊
・
太
皇
・
太
后
・
皇
太
后
・
／
皇
后
・
皇
太
子
、
廟

号
・
皇

、
／
皇
考

右
已
上
の
字
、
並
び
に
須
く
平
闕
に
依
る
べ
し
。

ｃ
古
典
を
汎
論
す
る
は
、
此
の
限
り
に
在
ら
ず
。

ｄ
平
闕
式

宗
廟
・
社
稷
・
陵
号
、
／
乗
輿
、
詔
書
・
昭
（
明
）
詔
、
／
天
恩
、
勅
旨
、
聖
化
・
／
朝
命
、
中
宮
、
御
　
（
•
）車　
駕
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右
已
上
の
字
、
並
び
に
須
く
文
を
平
闕
す
べ
し
。

ｅ
不
闕
式

宗
廟
中
・
陵
中
・
行
陵
・
／
陵
中
樹
木
、
待
制
、
車
中
駕
、
／
皇
太
子
・
舎
人

ｆ
陵
廟
召
（
名
）
を
官
と
為
す
は
、
惣
て
闕
か
ず
。

⑤
鄭
餘
慶
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』〔
Ｓ
六
五
三
七
ｖ
〕。
史
料
の
写
真
を
も
と
に
、﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈
四
八
九
〜
四
九
〇
頁
の
録

文
を
若
干
修
正
す
る
（
句
読
点
は
引
用
者（16
）
　
）。

公
移
（
私
）
平
闕
式
第
三

ａ
　１大　
道
・
　２至　
道
・
　３玄　
道
・
　４道　
本
・
　５道　
源
・
　６道　
宗
、
　７　
（
昊
）
天
・
　８上　
天
・
　９天　
神
、
　　10　后　
土
・
　　11　地　
祇
、

　　12　上　
帝
、
　　13　皇　
祖
・
　　14　皇　
孝
（
考
）、
　　15　神　
（
坤
）
霊
、
　　16　皇　
帝
・
　　17　天　
子
、
　　18　〔皇
〕　
妣
、
　　19　穹　
蒼
、
　　20　五　
方
帝
、
　　21　九　
天
、
　　22　乾　

象
・
　　23　乾　
符
、
　　24　坤　
道
・
　　25　坤　

（
珍
）・
　　26　坤　
徳
・
　　27　坤　
儀
、
　　28　天　
皇
・
　　29　天　
帝
、
　　30　太　
皇
・
　　31　太　
后
・
　　32　皇　
后
、

　　33　皇　
帝
・
　　34　天　
子
・
　　35　陛　
下
、
　　36　我　
太
子
、
　　37　至　
尊
、
　　38　皇　
Β
（

）・
　　39　廟　
号
、
　　40　我　
国
家
・
　　41　我　
后
。

右
已
前
件
、
公
中
表
奏
、
准
式
並
平
闕（17
）
　
。

ｂ
　　42　宗　
廟
・
　　43　社　
稷
、
　　44　陵　
号
、

　　45　乗　
輿
、
　　46　制　
書
・
　　47　勅　
旨
・
　　48　明　
制
・
　　49　制　
詔
、
　　50　聖　
化
・
　　51　睿　
哲
・
　　52　絲　
綸
・

　　53　渙　
汗
・
　　54　天　
恩
、
　　55　闕　
庭
、
　　56　国　
家
、
　　57　玄　
造
・
　　58　玄　
化
、
　　59　神　
至
（
主
）・
　　60　太　
社
、
　　61　昌　
運
・
　　62　昌　
朝
、

　　63　待　
制
、
　　64　令　
、
　　65　仙　
禁
・
　　66　禁　
苑
、
　　67　休　
明
、
　　68　朝　
庭
・
　　69　震　
（
宸
）
極
、
　　70　璽　
誥
、
　　71　慈　
旨
・
　　72　聖　

・

　　73　聖　
体
、
　　74　天　
睠
（
眷
）、
　　75　中　
旨
、
　　76　上　
苑
、
　　77　林　
期
、
　　78　詔　
書
。
右
已
前
件
、
公
中
表
奏
、
准
式
闕
二
字
。

（
下
略
）

・

公
移
（
私
）
平
闕
式
第
三

122 (17)
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ａ
大
道
・
至
道
・
玄
道
・
道
本
・
道
源
・
道
宗
、

（
昊
）
天
・
上
天
・
天
神
、
后
土
・
地
祇
、

上
帝
、
皇
祖
・
皇
孝
（
考
）、
神
（
坤
）
霊
、
皇
帝
・
天
子
、〔
皇
〕
妣
、
穹
蒼
、
五
方
帝
、
九
天
、
乾

象
・
乾
符
、
坤
道
・
坤

（
珍
）・
坤
徳
・
坤
儀
、
天
皇
・
天
帝
、
太
皇
・
太
后
・
皇
后
、

皇
帝
・
天
子
・
陛
下
、
我
太
子
、
至
尊
、
皇
Β
（

）・
廟
号
、
我
国
家
・
我
后
。

右
已
前
の
件
、
公
中
表
奏
、
式
に
准
じ
て
並
び
に
平
闕
と
す
。

ｂ
宗
廟
・
社
稷
、
陵
号
、

乗
輿
、
制
書
・
勅
旨
・
明
制
・
制
詔
、
聖
化
・
睿
哲
・
絲
綸
・

渙
汗
・
天
恩
、
闕
庭
、
国
家
、
玄
造
・
玄
化
、
神
至
（
主
）・
太
社
、
昌
運
・
昌
朝
、

待
制
、
令
、
仙
禁
・
禁
苑
、
休
明
、
朝
庭
・
震
（
宸
）
極
、
璽
誥
、
慈
旨
・
聖

・

聖
体
、
天
睠
（
眷
）、
中
旨
、
上
苑
、
林
期
、
詔
書
。
右
已
前
の
件
、
公
中
表
奏
、
式
に
准
じ
て
二
字
を
闕
く
。

（
下
略
）

⑥
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
一
六
、
文
書
門
一
、
文
書
〈
勅
令
式
〉
（
二
三
三
頁
。
句
読
点
は
引
用
者
）。

式
／
文
書
式

平
闕

ａ
　１天　
神
／
　２地　
祗
（
祇
）
／
　３陵　
廟
／
　４社　
稷
／
　５帝　
后
／
　６朝　
廷
／
　７制　
勅
／
　８聖　
徳
／
　９乗　
輿
／
　　10　服　
御
／
　　11　宮　
闕
／
　　12　行　
幸
／
　　13　皇　
太
子

如
此
之
類
、
皆
平
闕
。

ｂ
　　14　陵　
廟
中
林
木
／
　　15　挙　
陵
廟
號
為
官
名
／
　　16　待　
制

如
此
之
類
、
皆
不
闕
字
。

・
式
／
文
書
式

(18) 121



明治大学　法律論叢 87巻 4・5号：責了 tex/okano-8745.tex page19 2015/02/10 17:53

唐代の平闕式についての一考察（上）（岡野）

平
闕

ａ
天
神
／
地
祗
（
祇
）
／
陵
廟
／
社
稷
／
帝
后
／
朝
廷
／
制
勅
／
聖
徳
／
乗
輿
／
服
御
／
宮
闕
／
行
幸
／
皇
太
子

此
の
如
き
の
類
、
皆
な
平
闕
す
。

ｂ
陵
廟
中
の
林
木
／
陵
廟
號
を
挙
げ
て
官
名
と
為
す
／
待
制

此
の
如
き
の
類
、
皆
な
闕
字
せ
ず
。

以
上
の
六
点
の
史
料
の
う
ち
、
①
「
大
宝
令
」（
七
〇
一
制
定
）
と
②
「
養
老
令
」（
七
一
八
編
纂
、
七
五
七
施
行
）
は
と
も
に
日
本
古
代

の
法
典
で
あ
り
、
③
『
唐
六
典
』
は
唐
の
開
元
二
六
年
（
七
三
八
）
に
成
っ
た
官
制
の
書
。
④
は
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
八
世
紀
後

半
に
な
っ
た
「
唐
天
宝
職
官
表
」
の
転
写
本
。
そ
の
平
闕
式
関
連
史
料
は
、
開
元
二
五
年
の
平
闕
式
（
④
ｂ
〜
ｆ
）
と
天
宝
元
年
の
追
加

法
（
④
ａ
、
勅
諜
）
か
ら
成
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
⑤
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』（
八
一
一
〜
八
一
二
編
纂（18
）
　
）
は
あ
く
ま
で
書
儀
で
あ
り
、

法
典
の
如
き
強
制
力
は
持
た
な
い
。
最
後
の
⑥
は
南
宋
の
法
典
（
一
二
〇
二
編
纂
、
一
二
〇
三
施
行
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の

諸
史
料
中
、
⑤
の
み
史
料
的
性
格
が
他
と
や
や
異
な
る
と
言
え
る
。

四
　
平
闕
用
語
の
比
較

前
節
で
検
討
し
た
六
点
の
史
料
を
用
い
て
一
覧
表
と
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
表
一
の
構
成
に
つ
い
て
、
若
干
説
明
す
る
。
表
一
に
お
け
る
基
準
は
、
前
述
し
た
「
開
天
平
闕
式
」（
④
、
図
一
参
照
）
と
す
る
（
そ

の
こ
と
を
明
示
す
た
め
表
一
で
は
太
字
に
し
て
あ
る
）。
図
一
に
示
し
た
も
の
と
同
様
に
、
表
一
で
も
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
の
順
に

並
べ
、
各
節
の
中
の
用
語
は
、
原
則
と
し
て
史
料
中
の
順
に
沿
っ
て
並
べ
る
が
、
④
と
同
一
語
句
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
る

120 (19)
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表
一
　
平
闕
式
関
連
諸
史
料
一
覧
表

・
①
〜
⑥
各
史
料
の
典
拠
と
原
文
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
解
説
す
る
。

・
本
表
（
全
八
頁
）
は
④
を
基
準
と
し
て
作
成
す
る
。
③
④
⑤
の
い
わ
ゆ
る
「
唐
平
闕
式
」
の
比
較
に
主
眼
を
置
き
、
①
②
と
⑥
は
参
考
と
す
る
。

・
②
〜
⑥
の
ａ
〜
ｆ
の
区
分
は
、
各
史
料
の
区
分
（
節
）
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
符
号
は
、
各
史
料
相
互
間
で
は
内
容
上
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
。

・
平
闕
用
語
に
附
し
た
番
号
は
、
各
史
料
ご
と
の
通
し
番
号
で
あ
り
、
同
じ
語
句
が
比
較
し
や
す
い
よ
う
に
配
置
し
た
。

・
備
考
は
主
と
し
て
校
勘
の
結
果
を
説
明
す
る
。

(20) 119
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（
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
番
号
は
、
出
現
順
の
通
し
番
号
で
あ
る
）。
④
の
「
唐
天
宝
職
官
表
」
中
の
「
開
天
平
闕
式
」
と
比
較
す
る
た
め
に
、

③
『
唐
六
典
』
と
⑤
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
そ
れ
ぞ
れ
の
平
闕
式
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
表
示
し
た
。
た
だ
し
③
や
⑤
（
お
よ

び
後
述
の
①
②
⑥
）
の
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
は
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
内
の
区
分
（
節
）
と
そ
の
順
番
（
通
し
番
号
）
を
示
す
も
の
で

あ
っ
て
、
基
準
と
な
る
④
の
ａ
・
ｂ
・
ｃ
等
の
記
号
ご
と
に
、
内
容
が
正
確
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

①
「
大
宝
令
」
と
②
「
養
老
令
」
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
古
代
の
法
典
（
た
だ
し
①
は
亡
佚
し
て
い
て
、
示
さ
れ
た
情
報
は
不
完
全
）
で
、
参

考
の
た
め
附
け
加
え
て
あ
る
。「
大
宝
令
」「
養
老
令
」
は
共
に
唐
の
「
永
徽
令
」（
六
五
一
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
編
纂
が
③
の
『
唐

六
典
』
に
先
行
す
る
の
で
、
①
②
と
し
て
先
に
置
い
た
。
ま
た
⑥
『
慶
元
条
法
事
類
』
も
あ
く
ま
で
参
考
用
に
記
入
し
た
も
の
で
、
南
宋

の
法
典
で
あ
る
こ
と
か
ら
⑤
の
後
に
置
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
表
は
④
の
各
節
と
節
内
の
平
闕
用
語
の
順
番
を
基
準
と
し
て
い
る

た
め
、
そ
れ
以
外
の
①
②
③
⑤
⑥
で
は
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
等
の
区
分
お
よ
び
平
闕
用
語
の
順
番
に
お
い
て
、
大
幅
に
前
後
す
る
こ
と
と
な
る
。

表
一
の
内
容
に
関
す
る
検
討
に
入
る
前
に
、
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
④
に
つ
い
て
は
、

④
ａ
「
新
、平
、闕
令
」

ｂ
「
旧
、平
、闕
式
」

ｃ
…
不
在
此
限

ｄ
「
、平
、闕
式
」

ｅ
「
不
闕
式
」

ｆ
…
惣
不
闕

（
ａ
・
ｂ
・
ｄ
・
ｅ
は
と
も
に
標
題
、
ｃ
・
ｆ
は
各
節
末
の
語
句
）

の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
。
ａ
・
ｂ
・
ｄ
に
は
「
平
闕
」
の
語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
「
平
闕
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
参
考
の
た
め
に
、
②
③
⑤
に
お
け
る
各
史
料
の
区
分
の
仕
方
を
見
て
み
よ
う
。
た
だ
し
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
ａ
・
ｂ
・
ｃ
等
各
節

に
は
標
題
が
な
く
、
幾
つ
か
の
平
闕
用
語
を
掲
げ
た
後
に
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
文
章
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

②
ａ
…
右
皆
、平
、出

ｂ
…
並
、闕
、字

ｃ
…
皆
不
平
闕

③
ａ
…
皆
、平
、出

ｂ
…
並
、闕
、字

ｃ
…
皆
不
闕
字

ｄ
…
亦
不
平
出

ｅ
…
皆
為
字
不
成
（
こ
れ
は
缺
筆
・
缺
画
の
こ
と
）

(28) 111
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⑤
ａ
…
並
、平
、闕

ｂ
…
闕
二
字

②
の
ａ
・
ｂ
と
③
の
ａ
・
ｂ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
唐
初
（
お
よ
び
日
本
の
養
老
年
間
）
で
は
、
平
闕
式
は
主
と
し
て
「
平
出
」
と

「
闕
字
」
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
を
合
せ
た
も
の
が
、「
平
闕
」
と
表
示
さ
れ
た
。「
平
出
」
と
は
『
令
義
解
』
巻
七
、
公
式
令
に
よ
れ
ば
、「
平

頭
抄
出
」（
行
頭
を
揃
え
て
書
く
こ
と
。
す
な
わ
ち
平
出
す
べ
き
語
に
至
る
と
、
直
ち
に
改
行
し
て
そ
の
語
を
次
行
の
行
頭
に
記
す
こ
と
）

で
あ
り
、「
闕
字
」
と
は
、
改
行
す
る
こ
と
な
く
当
該
用
語
の
上
一
字
（
あ
る
い
は
二
、
三
字
）
を
空
格
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（
な
お
擡
頭

は
、
平
出
を
さ
ら
に
強
調
し
て
、
行
頭
を
他
行
よ
り
数
字
分
高
く
し
た
書
式
と
言
え
る
）。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、
前
述
の
④
の
標
題

の
如
き
「
平
闕
」
の
語
句
の
使
用
法
は
、
平
出
す
る
の
か
闕
字
を
す
る
の
か
が
不
明
確
と
な
る
。

そ
こ
で
改
め
て
図
一
の
「
開
天
平
闕
式
」
の
ａ
〜
ｆ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の
結
句
に
注
目
す
る
。

④
ａ
…
宜
令
、平
、闕
。
…
並
皆
闕
文
。
…
不
須
懸
闕
。

（
後
の
二
例
は
、
条
件
が
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
議
論
の
対
象
と
し
な
い
）

ｂ
…
並
須
依
、平
、闕

ｃ
…
不
在
此
限

ｄ
…
並
須
、平
、闕
文（19
）
　

ｅ
（
ナ
シ
）

ｆ
…
惣
不
闕

④
ａ
の
力
点
は
、
初
め
の
「
平
闕
」
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
平
闕
」
の
語
句
の
意
味
は
、
表
一
の
③

ａ
（
お
よ
び
②
ａ
）
と
比
べ
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
は
「
平
出
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
ｂ
の
「
平
闕
」
も
、
③
ａ
（
お
よ
び
②

ａ
）
と
の
比
較
か
ら
、「
平
出
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
④
ｄ
の
「
平
闕
文
」
は
、
③
ｂ
（
お
よ
び
②
ｂ
）

と
の
比
較
か
ら
、
実
は
「
闕
字
」
の
こ
と
で
あ
る
（「
闕
字
」
は
史
料
に
よ
っ
て
、「
闕
文
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。

④
に
用
い
ら
れ
る
「
平
闕
」
と
い
う
語
句
は
些
か
分
か
り
に
く
い
が
、
④
で
は
「
平
出
」
の
こ
と
を
「
平
闕
」
と
記
し
、「
闕
字
」
を
「
平

闕
文
」（
目
的
語
の
「
文
」
字
を
置
い
て
い
る
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
⑤
ａ
の
「
平
闕
」
も
ま
た
「
平
出
」
の
意
で

あ
り
、
⑤
ｂ
の
「
闕
二
字
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
闕
字
」
を
指
す
（
た
だ
し
②
ｃ
の
「
不
平
闕
」
は
、「
平
出
」
も
「
闕
字
」
も
し
な
い

こ
と
で
あ
る
）。
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上
述
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
、
④
の
平
闕
式
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
以
下
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

④
ａ
平
出

ｂ
平
出

ｃ
不
須
平
出

ｄ
闕
文

ｅ
不
須
闕
文
（
標
題
「
不
闕
式
」
に
基
づ
く
）

ｆ
不
須
闕
文

と
こ
ろ
で
表
一
の
中
の
唐
代
史
料
（
③
④
⑤
を
併
せ
て
「
唐
平
闕
式
」
と
言
う
）
の
う
ち
、
③
現
存
『
唐
六
典
』
は
刊
本
で
あ
る
た
め
、

文
字
の
判
読
は
容
易
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
④
と
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
鈔
本
で
あ
り
、
と
り
わ
け
⑤
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
に
は
異
体

字
・
誤
字
が
か
な
り
目
立
つ
。
⑤
に
関
し
て
は
、
す
で
に
趙
和
平
氏
等
の
先
行
録
文
に
お
い
て
、
一
定
の
校
勘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
結
果
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
筆
者
も
こ
れ
を
表
一
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
の
校
勘
の
方
法
は
、
当
該
史
料
中
の
他

の
同
一
・
類
似
用
語
例
か
ら
推
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
字
形
・
字
音
・
字
義
か
ら
意
を
も
っ
て
改
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
方
法
は
勿
論
一
定
程
度
有
効
で
あ
る
が
、
加
え
て
筆
者
は
表
一
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
方
法
を
併
せ
用
い
る
。

第
一
は
、
ま
ず
「
唐
平
闕
式
」（
③
④
⑤
）
の
間
で
比
較
し
、
そ
の
次
に
②
と
⑥
を
加
え
て
検
討
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
い
わ
ば
時

間
軸
に
沿
っ
た
比
較
で
あ
る
。
例
え
ば
⑤
　15　
に
「
、神
霊
」
の
語
句
が
あ
る
。「
神
霊
」
そ
の
も
の
は
、
用
語
と
し
て
存
在
し
て
も
何
ら
不
自

然
で
は
な
い
が
、
時
代
的
に
先
行
す
る
④
を
見
る
と
、
④
　26　
の
「
、坤
霊
」
の
誤
記
の
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
。

第
二
の
方
法
は
、
各
史
料
の
節
内
の
平
闕
用
語
の
順
番
、
そ
こ
か
ら
判
断
さ
れ
る
用
語
の
組
（
グ
ル
ー
プ
）
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
く
④
　26　
の
「
、坤
霊
」
の
前
後
を
見
る
と
、
④
　23　
〜
　27　
ま
で
、
す
べ
て
「
坤
〇
」
と
頭
に
「
坤
」
字
を
共
通
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
④
　26　
の
「
、坤
霊
」
が
確
実
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
影
響
の
下
に
⑤
　15　
の
「
、神
霊
」
が
あ
る
と
考
え
る
と
、「
、神
霊
」
は
「
、坤
霊
」
の
誤

り
で
あ
る
可
能
性
が
さ
ら
に
大
と
な
る
（
た
だ
し
⑤
の
中
で
　24　
・
　25　
・
　26　
・
　27　
の
「
坤
〇
」
組
か
ら
、
　15　
「
、神
霊
」
が
離
れ
た
位
置
に
あ
る

の
は
、「
、神
霊
」
と
す
る
誤
認
が
⑤
作
製
当
時
定
着
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る（20
）
　
）。

以
下
筆
者
が
提
唱
す
る
方
法
と
従
来
の
校
訂
方
法
と
を
併
用
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
平
闕
用
語
の
校
勘
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

地
祇

④
　20　
、
⑤
　11　
は
と
も
に
「
地
、祇
」
に
作
る
が
、
③
　4　
、
⑥
　2　
は
、
い
ず
れ
も
誤
っ
て
「
地
、祗
」
と
す
る
。「
祇
」
は
く
に
つ
か
み
、

(30) 109
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地
の
神
の
意
で
あ
る
が
、
一
方
の
「
祗
」
は
、
つ
つ
し
む
、
つ
つ
し
み
の
意
で
あ
り
、
字
形
は
近
い
が
、
ま
っ
た
く
別
の
文
字
で
あ
る
。

坤
霊
・
神
霊

④
　26　
「
、坤
霊
」
と
⑤
　15　
「
、神
霊
」
に
つ
い
て
は
、
校
訂
の
方
法
論
に
関
連
し
て
、
前
述
し
た
。

皇
祖
・
皇
祖
妣

④
　29　
「
皇
祖
」
と
　30　
「
皇
祖
妣
」
は
、
皇
帝
の
祖
父
母
を
表
す
。
と
こ
ろ
が
③
　10　
の
『
唐
六
典
』
で
は
「
妣
」
と
記
す

の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
③
　9　
の
「
皇
祖
」
と
の
関
係
で
、
③
　9　
・
　10　
は
「
皇
祖
」
と
「
妣
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
皇
祖
妣
」
一
語
な
の

か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
③
　9　
の
「
皇
祖
」
は
前
後
の
時
代
の
史
料
（
②
　1　
、
④
　29　
、
⑤
　13　
）
と
の
比
較
上
、「
皇
祖
」
で
あ
る
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。
ま
た
③
に
は
　11　
「
皇
考
」
と
　12　
「
皇
妣
」（
皇
帝
の
亡
き
父
母
）
の
組
み
合
せ
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
③
　10　
は
「〔
皇
祖
〕
妣
」

以
外
に
は
考
え
難
い
こ
と
に
な
り
、
②
　2　
お
よ
び
④
　30　
の
「
皇
祖
妣
」
と
の
比
較
か
ら
も
、
③
　10　
は
「〔
皇
祖
〕
妣
」
に
落
ち
着
く（21
）
　
。

皇
妣

他
方
⑤
　18　
の
「
妣
」
は
、
　17　
の
「
天
子
」
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
⑤
　14　
に
「
皇
孝
（
考
）」
が
あ
り
な
が
ら
、
②
　4　
、

③
　12　
に
あ
る
「
皇
妣
」
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
⑤
　18　
は
「〔
皇
〕
妣
」
と
理
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
（
そ
の
結
果
⑤

に
は
「〔
皇
祖
〕
妣
」
が
落
ち
て
い
る
こ
と
と
な
る（22
）
　
）。

太
皇
太
后

④
　37　
「
太
皇
」
と
　38　
「
太
后
」、
⑤
　30　
「
太
皇
」
と
　31　
「
太
后
」
は
、
と
も
に
②
　13　
お
よ
び
③
　19　
の
「
太
皇
太
后
」
と
の
比

較
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
位
置
が
「
皇
太
后
」「
皇
后
」
に
先
行
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
い
ず
れ
も
二
語
を
合
せ
て
「
太
皇
太
后
」
と
改
め

る
べ
き
こ
と
が
分
か
る（23
）
　
（
た
だ
そ
う
な
る
と
⑤
に
は
「
皇
太
后
」
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
）。

廟
号
・
陵
号

④
　42　
「
廟
、号
」
に
つ
い
て
、
③
　7　
は
「
廟
、號
」
と
し
、
⑤
　39　
は
④
　42　
と
同
じ
「
廟
、号
」
で
あ
る
。
ま
た
④
　48　
「
陵
、号
」
に

つ
い
て
も
、
③
　29　
は
「
陵
、號
」
と
す
る
が
、
⑤
　44　
は
④
　48　
と
同
じ
く
「
陵
、号
」
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
唐
の
太
祖
李
虎
の
諱
を
避
け
る
た

め
、
唐
代
「
虎
」
字
は
末
画
を
欠
い
た
り
、「
武
」
字
等
別
の
文
字
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。「
號
」
に
つ
い
て
は
、
缺
筆
事
例
は
あ
る
も
の

の
、「
号
」
と
す
る
の
は
、
一
般
的
と
は
言
い
難
い
。『
唐
六
典
』
の
南
宋
版
で
は
巻
四
を
欠
い
て
い
て
、
直
接
比
較
が
で
き
な
い
が
、
南

宋
版
巻
一
で
は
「
号
」
字
を
、「
號
」
に
作
っ
て
い
る
（『
宋
本
大
唐
六
典
』
中
華
書
局
、
一
九
九
一
、
四
頁
三
行
目
ｂ
「
尊
、號
」
等（24
）
　
）。
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皇

④
　43　
「
皇

」
に
対
応
す
る
の
が
、
⑤
　38　
「
皇
　マ
マΒ　
（

）」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
例
か
ら
、
③
　8　
も
「〔
皇
〕

」
の
可
能
性
が

大
き
い
。
こ
れ
ら
三
例
の
前
か
後
に
は
「
廟
號
」（
あ
る
い
は
「
廟
号
」）
が
来
る
と
い
う
点
も
共
通
す
る（25
）
　
。

天
皇

②
　7　
の
「
天
皇
」
と
⑤
　28　
の
「
天
皇
」
は
文
字
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
②
「
養
老
令
」
で
は
「
て
ん
の
う
」
を
表
す
の
に
対

し
て
、
⑤
　28　
で
は
「
て
ん
こ
う
」
で
あ
っ
て
、
天
帝
の
意
と
な
る（26
）
　
（
後
述
）。
関
連
し
て
②
　11　
「
太
上
天
皇
」、
　12　
「
天
皇
謚
」
は
、
そ
れ
ぞ

れ
日
本
独
自
の
用
語
で
あ
る
。

汎
論
古
典

④
　45　
「
、汎
、論
古
、典
」
は
、
③
　49　
で
は
「
、泛
、説
古
、典
」
に
作
り
、
②
　33　
で
は
「
、汎
、説
古
、事
」
と
す
る
（
①
で
も
同
様
と
推
定

さ
れ
る
）。「
汎
論
」「
泛
説
」「
汎
説
」
は
い
ず
れ
も
通
用
す
る
が
、「
古
、典
」
と
「
古
、事
」
で
は
、
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
。「
典
」
と

「
事
」
は
、
字
形
の
類
似
か
ら
く
る
②
（
お
よ
び
①
）
の
誤
り
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
日
本
で
は
あ
え
て
「
古
、典
」
で
は
な
く
「
古
、事
」
の

語
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

詔
書
・
明
詔

④
　50　
「
詔
書
」、
　51　
「
、昭（
明
）
詔
」
は
、
王
言
を
表
す
用
語
で
あ
る
。
②
　22　
で
は
「
、明
詔
」
と
し
、
③
　34　
、
⑤
　48　
で
は

「
、明
制
」
と
あ
る
の
で
、
④
　51　
「
、昭
詔
」
は
「
、明
詔
」
の
誤
り
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
詔
」
字
は
則
天
武
后
の
諱
の
「
照
」
字
と
同
音
の

た
め
、
載
初
元
年
（
六
八
九
）
に
「
制
」
字
に
改
め
ら
れ
た
。
中
宗
の
復
位
（
神
龍
元
年
、
七
〇
五
）
以
後
、
則
天
時
代
の
諸
制
度
は
、
永

淳
以
前
の
故
事
に
戻
さ
れ
た
が
、「
制
」
字
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
使
用
禁
止
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
。
同
時
に
則
天
以
前

に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
詔
」
字
も
復
活
使
用
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
後
両
字
の
混
用
が
一
般
的
と
な
る（27
）
　
。

表
一
の
②
「
養
老
令
」
で
は
、
　20　
「
、詔
書
」、
　22　
「
明
、詔
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
の
「
永
徽
令
」
を
母
法
と
し
て
い
る
た
め
、「
詔
」
字
が

そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
③
で
は
　32　
「
、制
書
」、
　34　
「
明
、制
」
と
い
う
よ
う
に
、「
制
」
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。『
唐

六
典
』
の
製
作
年
代
は
、
玄
宗
の
開
元
年
間
で
あ
る
の
で
、
す
で
に
「
詔
」
字
の
再
使
用
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
「
制
」
字
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
④
「
開
天
平
闕
式
」
で
は
、
　50　
・
　51　
と
も
に
「
詔
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤
　46　
「
、制
書
」、
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　78　
「
、詔
書
」、
　48　
「
明
、制
」、
　49　
「
、制
、詔
」
で
は
、「
制
」
字
と
「
詔
」
字
の
併
用
（
あ
る
い
は
混
乱
）
が
見
ら
れ
る
。

御
・
車
駕

つ
ぎ
に
④
　57　
「
　（
•
）
御
車　
駕
」
を
見
て
み
よ
う
。「
車
駕
」
は
皇
帝
・
天
皇
の
乗
物
を
示
し
、
皇
帝
・
天
皇
を
間
接
的
に
指
称
す

る
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
④
　57　
で
は
「
御
車
駕
」
を
一
語
に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
②
　19　
「
車
駕
」、
　27　
「
御
」
と
比
較
す
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
「
御
」
と
「
車
駕
」
は
、
別
の
用
語
と
し
て
区
別
す
る
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る（28
）
　
。

宗
廟
中
・
陵
中
・
行
陵

④
　58　
・
　59　
・
　60　
に
合
せ
て
、
③
　42　
・
　43　
・
　44　
を
区
切
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
で
は
、
い
ろ
い
ろ

な
区
切
り
方
を
試
み
て
い
る
が
、
④
を
基
準
に
す
れ
ば
よ
い（29
）
　
。

車
中
駕

④
　63　
「
車
中
駕
」
を
、
③
　47　
は
「
乗
輿
車
中
馬
」
と
す
る
。
③
　30　
に
す
で
に
「
乗
輿
」
が
あ
る
の
で
、
　47　
の
「
乗
輿
」
は
独
立

し
た
用
語
と
し
て
は
扱
え
な
い
。
た
だ
④
　63　
と
③
　47　
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
判
断
を
留
保
す
る（30
）
　
。

皇
太
子
舎
人

④
　64　
「
皇
太
子
」、
　65　
「
舎
人
」
の
二
語
が
並
ぶ
が
、
実
は
「
皇
太
子
」
は
④
　41　
、
③
　22　
、
②
　31　
に
す
で
に
出
現
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
④
　64　
は
「
皇
太
子
」
で
は
な
く
、
　65　
と
合
せ
て
「
皇
太
子
舎
人
」
一
語
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う（31
）
　
。
た
だ
し
秦
漢
以
来
「
太
子

舎
人
」
の
官
名
が
一
般
的
で
あ
る
。

神
主

⑤
　59　
「
神
、至
」
は
、
③
　27　
「
神
、主
」
と
の
比
較
に
よ
り
、「
神
至
（
、主
）」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
ぐ
後
の
⑤
　60　
に
「
太
社
」

が
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
補
強
す
る（32
）
　
。

こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
を
よ
り
確
実
に
校
勘
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

注（
1
）

避
諱
に
関
し
て
、
若
干
の
関
連
文
献
を
あ
げ
る
。
陳
垣
『
史
諱
挙
例
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
、
が
こ
の
分
野
の
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
。
近
年
で

は
王
彦
坤
『
歴
代
避
諱
字
彙
典
』
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
、
が
有
用
。
初
学
者
向
き
の
避
諱
案
内
と
し
て
、
井
波
陵
一
「
使
え
な
い
字
―
諱
と

漢
籍
」（
武
田
時
昌
他
『
漢
籍
は
お
も
し
ろ
い
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
）、
坂
出
祥
伸
『
中
国
古
典
を
読
む
は
じ
め
の
一
歩
』
集
広
舎
、
二
〇
〇
八
、

五
五
〜
六
八
頁
が
あ
る
。
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（
2
）

平
闕
式
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
関
連
す
る
敦
煌
本
書
儀
は
複
数
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
最
も
情
報
量
の
多
い
『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
を

比
較
対
象
と
し
て
選
ぶ
こ
と
と
す
る
。
な
お
こ
の
史
料
の
文
書
番
号
は
、
従
来
〔
Ｓ
六
五
三
七
ｖ
一
四
〕
と
表
記
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
小
番
号

を
削
る
傾
向
に
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
3
）

礼
典
と
異
な
り
「
吉
凶
書
儀
」
は
、
政
府
公
認
の
儀
礼
規
範
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
張
文
昌
著
、
土
口
史
記
訳
、
遠
藤
隆
俊
構
成
「
中
国
中
古

に
お
け
る
書
儀
の
発
展
と
『
温
公
書
儀
』
―
―
『
朱
子
家
礼
』
の
前
奏
」（『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
』
第
五
八
巻
、
二
〇
〇
九
）
二
九
頁
参
照
。

（
4
）

唐
令
復
原
研
究
の
代
表
は
、
後
掲
の
『
唐
令
拾
遺
』
と
『
唐
令
拾
遺
補
』
で
あ
ろ
う
。
ま
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、
中
村
裕
一
『
唐
令
の
基
礎
的
研

究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
が
あ
る
。

（
5
）

陳
仲
夫
点
校
『
唐
六
典
』
中
華
書
局
、
一
九
九
二
は
、
活
字
本
の
『
唐
六
典
』
で
あ
り
、
研
究
上
役
に
立
つ
（
以
下
で
は
『
陳
校
六
典
』
と
略
す
）。

ま
た
『
唐
六
典
』
の
現
代
中
国
語
訳
本
に
、
袁
文
興
・
潘
寅
生
主
編
『
唐
六
典
全
訳
』
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
（
以
下
で
は
『
六
典
全
訳
』
と

略
す
）
お
よ
び
朱
永
嘉
・
蕭
木
注
訳
『
新
訳
六
典
』（
全
四
冊
）
三
民
書
局
、
二
〇
〇
二
（
以
下
で
は
そ
の
ま
ま
『
新
訳
六
典
』
と
す
る
）
が
あ
る
。

（
6
）

T
.
Y
a
m
a
m
o
to
et
a
l.
co
-ed
,
T
u
n
-h

u
a
n
g

a
n
d

T
u
rfa

n
D

ocu
m

en
ts

C
o
n
cern

in
g

S
ocia

l
a
n
d

E
co

n
o
m

ic
H

isto
ry,

S
u
p
p
lem

en
t

(A
)(B

),
T
h
e
T
oy
o
B
u
n
k
o
,
2
0
1
1

（
7
）

﹇
池
田
・
岡
野
一
九
七
八
﹈
二
一
七
〜
二
一
八
頁
参
照
。

（
8
）

丸
山
裕
美
子
氏
は
、「
平
闕
式
」
に
つ
い
て
、
公
式
令
と
礼
部
式
の
い
ず
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
と
す
る
（﹇
丸
山
二
〇
〇
四
﹈
二

六
九
頁
）
が
、「
平
闕
式
」
の
「
式
」
を
必
ず
し
も
法
典
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
唐
公
式
令
の
一
条
文
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
丸
山

氏
の
推
論
の
如
く
、
関
連
規
定
が
法
典
と
し
て
の
式
の
中
に
も
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）。

一
方
﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
三
七
三
頁
は
、
④
の
「
新
平
闕
令
」「
旧
平
闕
式
」「
平
闕
式
」「
不
闕
式
」
を
す
べ
て
唐
公
式
令
と
す
る
が
、
④
ａ
の

「
新
平
闕
令
」
の
み
は
、
こ
の
書
式
の
ま
ま
で
、
公
式
令
の
一
条
文
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
ま
た
﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
一
八
五
頁
で
も
、
④
の
「
新

平
闕
令
」
や
「
旧
平
闕
式
」
等
の
「
令
式
」
を
、
平
闕
を
実
施
す
る
た
め
の
根
拠
法
令
と
す
る
が
、
本
文
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
賛
成
で
き
な
い
。

（
9
）

﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
三
七
四
頁
に
お
い
て
、
劉
氏
は
「
…
…
此
巻
之
伝
写
当
在
天
宝
之
時
、
所
録
令
式
皆
為
天
宝
行
用
之
制
。
／
総
上
所
考
、
故

名
之
曰
『
天
宝
令
式
表
残
巻
』」（
…
…
こ
の
巻
子
の
伝
写
は
天
宝
時
に
な
っ
た
の
で
、
書
か
れ
て
い
る
令
・
式
は
み
な
天
宝
時
代
に
行
用
さ
れ
て
い

た
法
制
で
あ
る
。
／
上
述
の
考
察
に
よ
り
、『
天
宝
令
式
表
残
巻
』
と
名
附
け
る
も
の
で
あ
る
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
妥
当
な
見
解
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
し
初
出
（
一
九
八
六
）
の
時
、
劉
氏
は
「
天
宝
律
令
格
式
」
実
在
説
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、﹇
戴
建
国
二
〇
〇
一
﹈
の

批
判
が
あ
る
。
法
典
編
纂
と
し
て
の
「
天
宝
律
令
格
式
」
の
不
存
在
を
主
張
す
る
戴
説
は
、
当
を
得
て
い
る
と
言
え
る
。
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（
10
）

「
懸
闕
」
の
語
は
、「
平
闕
」
の
言
い
換
え
と
理
解
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
「
第
一
、
目
録
〈
其
沿
革
篇
所
纂
前
代
典
実
、
応
指
尊
極
、
不
同
開

元
礼
、
故
不
、懸
、闕
矣
。
…
〉」（『
通
典
』
巻
四
一
、
礼
一
、
沿
革
一
、
礼
序
）
が
あ
る
。

（
11
）

中
村
裕
一
『
唐
代
制
勅
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
、
五
三
一
〜
五
三
二
頁
、
同
『
唐
代
公
文
書
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
、
九
二
〜
九
三

頁
、
同
『
隋
唐
王
言
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
、
一
五
二
〜
一
五
三
頁
参
照
。

（
12
）

王
溥
撰
『
唐
会
要
』
全
二
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
、
上
冊
一
〇
一
五
頁
。

（
13
）

王
欽
若
・
楊
億
等
撰
『
冊
府
元
亀
』
中
華
書
局
、
一
九
九
四
、
一
九
六
〇
初
刊
、
第
一
冊
五
九
八
頁
。

（
14
）

周
紹
良
主
編
『
全
唐
文
新
編
』
全
二
二
冊
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
、
第
一
冊
三
〇
九
頁
。

（
15
）

以
下
に
お
い
て
、
平
闕
用
語
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
各
史
料
の
先
行
録
文
を
検
討
す
る
。
そ
の
場
合
重
要
な
の
は
語
句
の
認
識
（
区
切
り
方
）
で

あ
る
（
符
号
の
「
・
」
と
「
、」
の
違
い
は
さ
し
あ
た
り
無
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
中
国
の
句
読
点
は
、
日
本
式
に
統
一
し
た
）。

ま
ず
『
唐
六
典
』
録
文
か
ら
見
て
ゆ
く
。

③
　8　
〜
　10　
「〔
皇
〕

、
皇
祖
・〔
皇
祖
〕
妣
」
―
﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
二
頁
作
「

・
皇
祖
・
妣
」、『
拾
遺
』
五
七
〇
頁
・﹇
劉
俊
文
一
九
八

九
﹈
三
九
五
頁
作
「

、
皇
祖
妣
」、『
陳
校
六
典
』
一
一
三
頁
・『
六
典
全
訳
』
一
三
〇
頁
作
「

皇
祖
・
妣
」、﹇
趙
和
平
一
九
九
五
﹈
一
七
三
頁
・

﹇
趙
和
平
二
〇
一
一
﹈
一
八
九
頁
作
「

皇
・
祖
妣
」、﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
一
八
四
頁
作
「

皇
祖
妣
」。

③
　42　
〜
　44　
「
宗
廟
中
・
陵
中
・
行
陵
」
―
『
陳
校
六
典
』
同
頁
（
同
一
文
献
の
場
合
、
前
掲
と
同
一
頁
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
下
同
）・『
六
典

全
訳
』
同
頁
・『
新
訳
六
典
』
同
頁
・﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
同
頁
・﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
三
頁
・﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
同
頁
、
作
同
。『
拾
遺
』

五
七
二
頁
作
「
宗
廟
中
陵
、
中
行
陵
」、﹇
趙
和
平
一
九
九
五
﹈
同
頁
・﹇
趙
和
平
二
〇
一
一
﹈
同
頁
、
作
「
宗
廟
・
中
陵
・
中
行
陵
」。

③
　47　
「
乗
輿
車
中
馬
」
―
『
陳
校
六
典
』
同
頁
・﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
同
頁
、
作
同
。『
六
典
全
訳
』
同
頁
、
作
「
乗
輿
車
中
事
（
馬
）」、『
新
訳
六

典
』
同
頁
、
作
「
乗
輿
車
中
事
」。『
拾
遺
』
五
七
二
頁
・﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
同
頁
・﹇
趙
和
平
二
〇
一
一
﹈
同
頁
、
作
「
乗
輿
、
車
中
馬
」。﹇
趙
和

平
一
九
九
五
﹈
同
頁
、
作
「
乗
輿
・
車
中
・
馬
　マ
マ輿　
」。﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
三
頁
注
九
は
「
乗
輿
」
を
衍
字
と
考
え
る
。

本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
中
の
異
説
は
採
ら
な
い
。

（
16
）

『
大
唐
新
定
吉
凶
書
儀
』
録
文
中
、
⑤
　30　
〜
　31　
「
太
皇
・
太
后
」
―
﹇
張
小
豔
二
〇
〇
七
﹈
二
二
四
頁
作
同
。﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈
四
八
九
頁
・

﹇
趙
和
平
一
九
九
五
﹈
一
八
三
頁
、
作
「
太
皇
太
后
」。
原
文
書
の
写
真
版
で
は
「
太
皇
」
と
「
太
后
」
は
連
書
さ
れ
て
お
ら
ず
、
僅
か
に
余
白
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
録
文
と
し
て
は
「
太
皇
・
太
后
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
本
文
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
「
太
皇
太
后
」
と
校
定
す
る
の

は
正
し
い
。
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（
17
）

史
料
⑤
の
五
行
目
の
「
准
式
並
平
闕
」
お
よ
び
末
行
の
「
准
式
闕
二
字
」
の
「
式
」
は
、
法
典
と
し
て
の
式
で
は
な
く
「
平
闕
式
」
の
「
式
」
を
指

す
と
筆
者
は
理
解
す
る
。

（
18
）

﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
一
〜
一
四
二
頁
は
、
⑤
の
成
書
年
に
つ
い
て
通
説
（
周
一
良
・
趙
和
平
説
）
を
批
判
し
、
そ
の
平
闕
式
は
文
宗
の
大
和

年
間
の
制
度
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
大
和
平
闕
式
」
説
を
主
張
す
る
。
こ
の
新
説
に
対
し
て
は
、
書
儀
の
鈔
本
は
原
作
を
基
に
部
分
的
に
増

加
す
る
も
の
の
、
全
て
を
変
更
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
説
の
元
和
式
を
擁
護
す
る
﹇
呉
麗
娯
二
〇
一
三
﹈
一
八
六
頁
注
①
の
批

判
が
あ
る
。
筆
者
も
通
説
を
支
持
す
る
。

（
19
）

﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
四
頁
で
は
、
④
ｄ
の
「
須
平
闕
文
」
中
の
「
平
」
字
を
衍
字
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
可
能
性
は
あ
る
も
の

の
、
論
拠
が
明
ら
か
で
な
い
。

（
20
）

﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
同
頁
、
で
は
、
④
　26　
「
、坤
霊
」
と
⑤
　15　
「
、神
霊
」
を
別
の
も
の
と
す
る
。
⑤
　15　
に
つ
い
て
は
、﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈
四
八

九
頁
・﹇
張
小
豔
二
〇
〇
七
﹈
二
二
四
頁
、
と
も
に
「
、神
霊
」
と
す
る
。

（
21
）

前
掲
注
（
15
）
参
照
。

（
22
）

⑤
　18　
に
つ
い
て
は
、﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈
同
頁
、
作
「〔
　？皇　
〕
妣
」、﹇
張
小
豔
二
〇
〇
七
﹈
二
二
四
頁
、
作
「〔
皇
〕
妣
」。

（
23
）

④
　37　
・
　38　
に
つ
い
て
は
、﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
三
七
七
頁
、
作
同
、
た
だ
し
根
拠
は
明
ら
か
で
な
い
。
⑤
　30　
・
　31　
に
つ
い
て
は
、﹇
趙
和
平
一
九
九

三
﹈
四
八
九
頁
、
作
「
太
皇
太
后
」。
前
掲
注
（
16
）
参
照
。

（
24
）

王
彦
坤
、
前
掲
『
歴
代
避
諱
字
彙
典
』
で
は
、
諸
々
の
「
虎
」
を
旁
と
す
る
避
諱
字
の
一
例
と
し
て
、「
號
」
の
末
筆
を
欠
く
字
形
を
あ
げ
る
（
一

八
二
頁
）。
ま
た
竇
懐
永
『
敦
煌
文
献
避
諱
研
究
』
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
三
で
も
、
李
虎
の
避
諱
に
関
連
し
て
、「
號
」
字
に
類
似
し
た
字
形
を

掲
げ
る
も
の
の
、
俗
字
の
可
能
性
も
大
き
い
と
す
る
（
二
二
二
頁
）。
た
だ
し
「
号
」
字
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

（
25
）

前
掲
注
（
15
）
参
照
。

（
26
）

日
本
の
「
天
皇
」
号
に
つ
い
て
も
、
神
話
や
古
代
思
想
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
学
説
が
あ
る
。「
天
皇
」
号
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
津
透
「
天

皇
号
の
成
立
」（『
古
代
の
天
皇
制
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）
参
照
。

（
27
）

中
村
裕
一
「
詔
と
制
」（
前
掲
『
唐
代
制
勅
研
究
』
三
五
〜
四
五
頁
）
参
照
。

（
28
）

④
　57　
「
御
・
車
駕
」
に
つ
い
て
、﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
三
七
六
頁
は
、
③
　31　
「
車
駕
」
を
根
拠
と
し
て
、「
御
」
字
を
衍
字
と
推
測
す
る
。﹇
黄
正

建
一
九
九
五
﹈
一
四
二
頁
は
、「
御
車
駕
」
の
ま
ま
と
す
る
。
い
ず
れ
も
取
り
難
い
。

（
29
）

前
掲
注
（
15
）
参
照
。

(36) 103
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（
30
）

④
　63　
「
車
中
駕
」
に
つ
い
て
、﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
同
頁
は
、
③
　47　
「
乗
輿
車
中
馬
」
を
根
拠
と
し
て
、「
車
中
馬
」
に
改
め
る
。
前
掲
注
（
15
）

参
照
。

（
31
）

④
　64　
・
　65　
は
、﹇
劉
俊
文
一
九
八
九
﹈
同
頁
、
作
同
。
た
だ
し
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
二
頁
注
六
・
一
四
三
頁
注

一
一
、
で
は
、
④
　41　
と
　64　
に
「
皇
太
子
」
が
重
出
す
る
と
言
う
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
「
皇
太
子
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
皇
太

子
舎
人
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
32
）

⑤
　59　
「
神
至
（
、主
）」
に
つ
い
て
は
、﹇
趙
和
平
一
九
九
三
﹈
四
九
〇
頁
、
作
「
神
　マ
マΑ　
（
　？主　
）」、﹇
黄
正
建
一
九
九
五
﹈
一
四
二
頁
、
作
「
神
、主
」。
た

だ
し
図
版
で
見
る
限
り
、
趙
氏
の
「
Α
」
字
は
、「
至
」
字
の
ま
ま
で
よ
い
。

（
未
完
）

102 (37)


